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琉球列島の海域史研究序説一研究史の回顧と二三の問題を中心に－

豊見山和行＊
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[Ｉ］琉球交易史から海域史へ は、中凶への朝貢品のひとつとして登鰯していた。

l425fIiIriから史料｣二では登場し、1690年に廃止

さオlるまで、－回の朝貢ごとに約3.()006Ｍ（推定、

約3～４トン）が搬出されていたのである。

１４から１６１１t紀にかけて、琉球の交易活動は東

南アジア地域まで拡大した。その点に関しては、

先述したように戦前以来の実証的研究があるが、

1970年代に主要な交易地のマラッカなどへ実際

に赴き、その現場の歴史的風景を取り込みながら、

琉球人の交易活動を活写したのが、高良倉吉［高

良1980］である。

海域史あるいはネットワークという視点からの

分析は、人の動きからまず注目された。中国大陸

から東アジアそして東南アジアにかけて拡大した

華僑のネットワークという視点から福州、琉球、

東南アジア諸地域を結びつけたのが真栄平房昭

[真栄平1983］である。琉球王権と結びついた

久米村人（主に福建出身華僑）の役割を広く華憾

ネットワークの中に位置づけたものである。近年

では、さらに人的なネットワークだけでなく、朝

貢システム、海域の連鎖、海域の統治柵造、ヒ

ト・モノ・カネの流れの中に，琉球ネットワーク

を想定しているのが、槙下武志［積下2000］で

ある。

琉球列島域内における交通史に関して、高良倉

吉は間切の公用船が「預り船」として民間に貸与

されている状況等を新たに解明した［高良

1992]。また、弓削政己は旧来ほとんど検肘され

てこなかった奄美地域と沖縄島との砂糖樽資材等

の交易について、新たな視点から分析を加えてい

る［弓削1994]・

旧来のオーソドックスな対外交易史鹸から、近

年では海域史という視点での研究が著されるよう

ノL州から台湾に連なる南IlLi諸島（琉球弧ともい

う）は、醗南i渚冊１，（与論儲以北＝鹿児}Ali県）と(Ｊ１

､Ｗｉ１１ｉｌＩ以I櫛の沖純）H;に偶する琉球諸島とに大別さ

れるが、奄美諸島地域は、かつて琉球l昌圃の版図

１人lにあった。４１〔熱帯の!;》蛾1地域という'２１然地理的

環境は、この琉球諸島史の展開において人きな規

定要悶のひとつであった。

広大な海域に弧状に点（ｌＬ、多くの島々（南西

鵬脇は約68）からなる島襖地域でありながらも、

琉球史研究においては、かならずしも海洋や海域

という視角からの研究関心は高くはなかった。確

かに、戦前において小葉田淳［小葉田１９３９１

束恩納寛惇[東恩納19411安里延[安里1941]、

各氏による実証的な交易史研究が蓄積されてきた

が、概して一般的な海外貿易史、あるいは南進や

海外雄飛の先導的な歴史を有した地域としての位

搬づけに止まり、海を機軸にした歴史研究には程

迷いものであった。

近年の研究において、その状況が変化しつつあ

る。海との関わりから琉球諸島史の展開において、

nkllすべき成果が考古学の分野において著され

た。木下尚子［木下1996］は、トカラ列勵以南、

1ｆに奄葵・沖縄諸島のサンゴ礁海域に棲息するゴ

ホウラ；イモガイ、ヤコウ貝等が、長距離交易品

として弥生時代の九州や本州、そして北海道まで

運ばれ、装身具（腕輪）として長く使用されてい

たことを解明した。日本列島と琉球諸島との交

流・交易について、サンゴ礁海域の貝を素材にし

た実証研究である。

先史時代だけでなく、歴史時代においても、交

易品としての貝（ヤコウ貝、螺殻と表記された）
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になってきた。槙下武志は海域史の視点から琉球

と関連させて包括的に論じることによって海域史

論の端緒となった［積下１９９３]・近年における

海域史論の特徴のひとつとして、国境を越えた歴

史的事象である漂流・漂着に関する分野が注目さ

れている。東アジア海域での漂流・漂蕎論のなか

で、琉球列島あるいは琉球王国との係わりでは､

豊見山和行による一連の論考［豊見山1996,2000,

2001]や渡辺美挙の論考[渡辺199902000,20021

西里喜行の論考［西里１９９５]、赤嶺守の論考

[赤嶺1999,2000]、そしてトカラ列島を焦点と

した海域論［高良2004］などが発表され、多角

的に論及されるようになってきた。

また．海賊問題を取り上げることで海域史の新

たな輸点が真栄平厨昭や麻生{''１－によって提起さ

れて［奥栄平200()、2004］［麻生２(〕05]。さらに、

海域における信仰という視Ａｌ(によって、環中国海

から琉球列島海域にまたがる航海守護神について

論及したのが、艶見山和行の論考である［豊見山

200lb]。以上が、近年の特徴的な傾向と言えよ

う。

る。

このような交易形態にあって､１８世紀初頭以後、

新たな海上交通の担い手である民間商船（＝馬艦

船マーランセン）が琉球列島域内に登場する。こ

のジャンク型（唐船タイプ）の馬艦船の登場につ

いては、薩摩藩の海上文lidと琉球1i府の海UH政策

の交錨から再検討を唆する問題である。

２移動とネットワーク

人の移動という視点から琉球史の展開を見る

と、公的な移動（中国への朝貢使節、江戸騨府へ

の慶賀・謝恩使節、薩摩藩への多様な使櫛など）

と、私的あるいは非公的の移動に分けらオ'る．こ

れまでは、公的な移動（使節Hil、交易活動）が1（

に雛論されてきたが、私的なあるいは非公式の

(しばしば、違法な）移動をも視野に納める必要

がある。

非公式（私的）の移動者達は、公用で福州、鹿

児勘、そして琉球諸島域内を往来する官人とは別

個に、琉球王府の許可しない人々（居住人、滞在

人と呼ばれた商人の一種）が、登場するようにな

る（その初発年代は判然としないが、１８世紀中葉

には存在する)。

さらに、注目されるのが、琉球民衆の島外への

集団逃散・逃亡である。例えば、1648年、大波

照間島＝南方の島へ集団逃亡した波照間島民の事

件、1680-90年代に中国へ逃亡した渡名喜島民の

事件、１８５４年に沖縄島の宜野湾間切安仁屋村の

百姓男女16名による久米島への逃亡事件等が見ら

れる［豊見山2000a]･発生件数は少ないものの、

主に年貢忌避が原因であるが、故郷を捨て島外へ

の逃亡には、逃亡先に関する何らかの情報を得て

いたものと考えられる。それは、島外との結びつ

き（ネットワーク）がその背鍛にはあったものと

推測されるが、その詳細に関しては検討の余地を

残している。

１琉球列島域外交通と交易史

１４世紀～１６世紀において、琉球王国は朝鮮半

島・日本・中国および東南アジア諸国・諸地域と

活発に中継貿易を展開したが、その特徴をごく簡

単に示すと次のようになる。第一に、国営貿易で

あること。つまり琉球（首里）王府の宮人らが貿

易主体であり、私的な商人による交易活動ではな

かった［高良1993]・第二に、対東南アジア交

易の主要産品は，中国製貿易陶磁であり、その貿

易陶磁の痕跡は、琉球列島各地の主要なグスクか

ら出土すること。第三に、琉球は、その貿易陶磁

の流通路の一結節点であったこと［亀井1997]、

などである。

しかし、１７世紀から１９世紀の時期になると、

琉球の直接的な交易エリアは中国市場と日本市場

に縮小・固定化する。1570年代以後、琉球から

東南アジア地域への交易船の派遣は見られなくな

り、直接的な対東南アジア交易は終息する［豊見

山2002]。そして、1609年の薩摩藩島津氏の軍

事攻略によって、同藩の支配下におかれると中

国・日本との交易活動に限定されていくのであ

３琉球列島域内交通の諸相

陸による海域統制と海運という視点から近世期

(1609-1879年）の特徴を概観すると次のよう

になる。

第一は、薩摩支配に組み込まれた琉球列島海域

は、大和（薩摩）船優位の体制下に置かれていた。

－２５４－
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職ｊｉｌＷｌｌ１;Jから年置を運搬する大ﾄﾞⅡ船約１３艘が、琉

球から蘇癖蒲へ上納する年貢米の迎送をほぼ独占

していた［寓舎場１９９３]。そのため琉球､ﾘは述

(ｆ>kをl`)Tぬた負'1{瀧扮があI)、流LlmlI1の公)||船

(H綱m）やlflllliWiih（A1;艦船）をUll剛．鹿児Kllllll

のjlE送船にiIill()込ませるための!{ﾘ)きがあった。

第一Xは、蝉摩滞と琉球との海巡のIliL鰈は、海上

1F1lil(のＭｉ値をめぐるlB1趣（船法）において、しば

しば苑/|{した。灘廠滞へのｲ1弓貢米搬送の隙、海上

での1#故11＄の雷([の所(l§を犬和船顕、琉球ＩＭＩのい

ずｵlが(ill1するかｲＭｋ琉球側は風体的に規定する

ように１{ﾂﾞ!“、そｵlが縄めらｵ1るようになる「Ｍｌ

ｌＬＩｌＩｌ９９(北

輔（は、海難ﾘﾁ故への対処方法＝漂流．漂蒜民

のｲ||ﾉI:送迎体制（Il1LI(Ｉ・ＩＩｉ１鮮・lMbe・琉球等）が

砿}皿た。勘蝋城での海難､１丁故は、琉球船や犬ﾄﾞ１１

船だけでなく、蝋l鮮船、Ｍｆ船、オランダ船、Ⅱ)所

イミIﾘ1船と分類され、詳細なマニュアルによってそ

の対処策が構築されていた。その漂流・漂着民へ

の対処策の背景には、キリシタンの摘発と抜荷

(密貿易）の予防策が結びついていた。そのこと

は、江戸幕府（幕藩制国家）による規制が琉球国

にもおよんでいたことを示している。ただし、そ

れだけではなく、環中国海における漂流民への対

処策には、もう一つの大きな原理が琉球を覆って

いた。それは、漂流・漂着民に対する撫仙策を採

る１１１国王朝（明消）の海事政策である。江戸幕府

と中国（明漬）の二つの漂着民救識体制の結節点

に琉球国は置かれていたのである。陸上の権力は、

漂着民の相互送還体制を構築することで、それぞ

れの領域内と観念する海上交通において、それぞ

れのイデオロギー（中国は皇帝の撫他イデオロギ

ー、孫滞制国家はキリスト教排除）によって包摂

しようとしていたのである。

第四に、このような琉球列島域内での海上交通

は、基本的に大和船＝薩摩の公用船（同藩の潔可

を受けた約13艘の商船)、琉球船の公用船（槽船、

馬艦船)が往来する海域であった[真栄平1993]。

もちろん、唐船やオランダ船も琉球近海を往来し

ていたが、不時の海難事故以外で自由に琉球の各

島々へ寄港することは許されなかった。ところが、

その体制下にありながら、薩摩綴・琉球王府両者

の法的規制を破る民間船が登場するようになる。

琉球の民１１１１船が、私的に奄美地域（を含む）以北

で活動することは、禁止されていた.その禁令を

破Ｉ)、ｌ８Ｕｔ紀頃には久高島船は屋久島まで商活動

を腰'1Mしていた。琉球の民間船（久商船）が職廠

藩の領城内の島々に「侵入」していたのである

[艶兇1112004]・

第五は、琉球域内における琉球船は18世紀初頭

に、和船型（rlJ小船）から唐船型へ政策的に転換

された。これは琉球王府の「中国志向｣、中国化

の－．環と捉えられる。民間商船の馬艦船はジャン

ク)１１１であり、さらにそれより小規模の「山原船」

も同じくジャンク則に属する船であった。琉鍬列

烏海域では、「｢]木模様」（和船タイプ）を駆逐す

る政策が採られるようになる。

琉球潴島における陸'二椛力による海事政筑は、

liliiI駅洲（広くW11iilfllilllI1家)、ｒｌ１ｌﾎﾞ’（【ﾘ1滴)、そして

琉球王府自身の三つ総理の交鋤する中で再度、検

証する必要があるが、次に琉球列島域内における

海域史の諸相に関して、いくつかの問題を具体的

に検制してみたい。

[Ⅱ］琉球列島海域史の諸問題

１琉球列島海域における大和船、奄美船

と琉球船

近世中期における那覇港へ来航する大和船（薩

摩船）や奄美船の状況を把握する上で、「親見世

日記」（『那覇市史資料篇第１巻１０琉球資料

(上)』1989年）の乾隆33年（1768）条は、その

手がかりを与えてくれる。それによると、「船頭

屋久儲の伝次郎船｣、「船頭志布志の椛右衛門、

690石欄｣、「船頭小根占の金次郎､同〈690石穂)｣、

｢船頭稲子島の栃六｣、そして「船頭内之浦の弥右

市門」等々とある。屋久島、志布志、小根占、種

子島など船主の所属地名や船舶の槻載規模が判明
するものもある。

大和船には、その他、トカラ（七島）所属船も

見られる。「中之島の長十郎船｣、「諏訪瀬島の船

頭長左衛門」などが、それである（雍正12年.
1734,『琉球王国評定所文轡』１巻、以下『評定

所文書』と略)。

さらに、注目されるのは「沖永良部島船上

｢大島船」等（威豊6年．１８５６，「評定所文鶴』

－２５５－
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表１＜１８７３年〈明治６）時点における船舶状況＞

二襲鴎一
旅3){U典：「沖細Ⅲ史」鯛１４巻資料鰭４「琉球秘靴iiil丘」（１９６５(１２．琉球政府）１７２頁．

「琉駅禰雑iii、＝l0Iifi6fIXMii街翻

１１巻）の、奄美諸島から来航する船舶（奄美船と

略す）である。史料上での確認は多くはないが、

奄美諸島と琉球との交通形態をj(||る｣見で璽要なも
のと脅えよう.

以上、略述したように、琉球（主に那覇港）へ

来航する大和船、奄美船の運航状況の一端を示し
たが、次に琉球船の状況を検討してみる。

琉球王国末期の1873年（明治6）という制約性
はあるが､琉球船のほぼ全体状況を理解する上で、

｢琉球藩雑記五」は貴重である。それを整理した
のが、表１である。

以下、主に表１を中心に、表２，表３，表４と

関わらせて理解した点をまとめると次のようにな

る。第一に、渡府船（進貢船、３艘、１艘＝２７万

斤積み)、措船（３艘、１鰻＝31万5000斤繊み)、

運送船（自船＝民間船２艘をあてる、１艘＝偕船

と積戦量は同等と推定される）をひとまとまりと

する。これら計８艘は、大型船であったことは、

表２の唐船〈進貢船)、偕船の規模を参照すると
理解されよう。

第二に、１２反帆（340石＝１１万3407斤積み）

以下、３反帆（40石＝1万3342斤積み）までの中

小型船が161艘存在する。これらは中国ジャンク

－２５６－

注I）目船：IjqIM船のこと。ｉｔ2)－は、鵬記IlIiを,杙す。以下．ｌｉｉｌ

種類 規模 船数

(艘）

横載高

(１股：石高）

横戦高

(１職：斤換算／ﾄﾝ）

備考

渡唐船

(進貢船）

１５反１１ハ ３ ２７万斤／162トン

楕船．

運送船

(運送船）

自船

１５反帆

(１５反帆）

３

２

1260石 ３１万５０００斤

／189トン

鹿児島へ使者役ノ乗

船並運送船５艘ノ内

自船之内ヨリ兇合申

候

＜小計＞ ８

自船 １２反帆 ２ 340荷 １１万３４０７斤

〃 ７反帆 1０ １４０イｉ ４〃６６９７斤

〃 ６Ｍ|ハ 7７ １００｛:「 ３万３３５５１:テ

〃 ５反帆 2４ ８０石 ２万６６８４斤

〃 ４反帆 ９ ６０石 ２７J１３斤

〃 ３反帆 3９ ４０石 １万３３４２斤

〃 ３枚帆 ４

〃 ２枚帆 ７２

〃 剥小舟 1０７

〃 剥伝間 1４

〃 クリ舟 543

＜小計＞ 9０１

＜総計＞ 9０９



壁見山：琉球列勘の海域史研究序税一研究史の回顧と二、三の問題を中心に

表２＜琉球海船の種類・規模／１９世紀＞

１１５尺３４８ｍ１１５Ｐ

〈９７ｍ３２

５４ｍ ｌｊＬ８

Ｂ２ｍ ２７

７２５ ÷i二二丁|;|鶚-|三雲二|雲＝

注1)ｍ換算は約である。

柱2)出典：琉球「１W)舶図面五枚」の付麹（『東京国立１W物館図版目録琉球資料篇」2002年、
東京国立１W物館、260～262頁）を元に作成．

わば接合船121艘に比して、クリ舟（割舟、丸木

船）は543艘と約5倍存在する。首里王府は、船

材や建築用材などを確保する必要から、大木を消

費するクリ舟の建造を強く抑制していた。

そのことを示すのが、同治８（1869）年、山奉

行所から国頭・中頭の地方役人および惣山当へ通

達した次の「党」である（｢近世地方経済史料』
第９巻、298～9頁)。

型の馬艦船が主体をなしていると言えよう。ただ

し、表３に示しているように、元来、馬艦船とは

12反帆から５反帆（まれに４反帆も含む）までの

規模を指しことから、３反帆のそれは馬艦船を小

型化した、いわゆるヤンパル（山原）船と思われ

る。

第三に、３枚帆以下は小型船に属するタイプで

あるが、それらは740艘に及んでおり、全船蔓

909艘の約81％を占めている。

第四に、小型船の中で剥小舟、剥伝間というい 一割舟儀、大木の禿相成事にて従跡々御禁止

－２５７－

唐船（進貢船） 槽船 馬艦船 慶良間船

船身 １１丈５尺 34.8ｍ １１丈５尺 ４丈７尺 １４．２ｍ ４丈３尺 １３ｍ

船幅 ３丈２尺 ９７ｍ ３丈２尺 １丈８尺 5.4ｍ

舟高 1丈８尺 ５，４ｍ １丈８尺 １丈１尺 ａ3ｍ ８尺 2.4ｍ

艫高 ２丈７尺 ８２ｍ ２丈７尺 １丈５尺 4.5ｍ 1丈３尺 3.9ｍ

舳高 ２丈５尺 ７．６ｍ ２丈５尺 １丈４尺２寸 4.3ｍ 1丈１尺 3.3ｍ

本橋 長１０丈

廻１丈５尺

303ｍ

4.5ｍ

長１０丈

廻１丈５尺

長４丈５尺

廻６尺

１３．６ｍ

1.8ｍ

長４丈３尺

廻３尺

１３ｍ

0.9ｍ

本帆 長７丈３尺

幅５丈１尺

ｍ
、

１
４

２
５

２
１

長７丈３尺

幅５丈１尺

長３丈８尺

幅２丈７尺

11.5ｍ

8.1ｍ

長３丈２尺

幅２丈１尺

ｍ
、

７
３
■
０

９
６

魍帆 長２丈５尺

幅１丈５尺

7.6ｍ

4.5ｍ

長２丈５尺

幅１丈５尺

前帆

(弥帆）

長４丈８尺

幅２丈４尺

14.5ｍ

ア.2ｍ

長４丈８尺

幅２丈４尺

長２丈２尺

幅１丈５尺

6.6ｍ

4.5ｍ

長１丈８尺５寸

幅１丈５尺

5.6ｍ

4,5ｍ

弥帆橋 長５丈５尺

廻８尺

16.6ｍ

2.4ｍ

長５丈５尺

廻８尺

長３丈１尺

廻５尺

9.3ｍ

1.5ｍ

長３丈２尺

廻２尺

9.7ｍ

0.6ｍ

揖柱 長３丈

廻８尺

葉長１丈５尺

幅１丈

ｍ
、

ｍ
４
５
ｍ

９
２
４
３

長３丈

廻８尺

葉長１丈５尺

幅１丈

長１丈４尺

廻２尺５寸

葉長７尺

幅５尺

ｍ
、
ｍ
、

２
７
１
５

■
●
●
●

４
０
２
１

揖長８尺

幅２尺１寸

櫓長１丈７尺

幅６寸

2.4ｍ

0.6ｍ

5.1ｍ

0.18ｍ

旗 三角籏Ⅲセツ星籏Ⅲモカ

ズ籏Ⅲ五色旗,菩薩旗，

御紋籏，舳籏,関帝王瀧，

鱸黄色瀧

三角瀧,セツ星

籏,モカズ旗Ⅲ五

色籏，菩薩籏，

御紋籏,舳籏

鳥頭籏Ⅲ魑籏,唐竹藤
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クリ舟の建造は大木を狼蕊することから禁止さ

れており、乾隆7年（1742）に「ずい木」（用材

に適さない樹木、空洞木）でのクリ舟建造を許容

したことが分かる。しかし、大木を盗伐してクリ

ノルにする行為も間々苑ヨルていたため、「ずい木」

によるクリ舟建造を厳遮に蹄視する体iIillを蚊いて

いた（ただし、乾隆１６年（１７５１）の「１１１奉行所

公事帳」（『7111純県史料首鯉二E府仕樋３』１iii近代

７）では、同年に「ずい木にてもくり船作候儀・

向被召留候」とあり、「ずい木」での建造を傘、ｉ

的に禁止する条項があり、前掲の法令と勝1発の剛

鰯が見られるが、その詳細は今後のiiM題とする)。

鰹するに、以!:の】て府の杣111政獺と僕|逃して、

表１に記ilikされたクリ舟の多さをどのようにfl1解

するかという問題につながる｡すなわち、｜H府か

ら許Tilされた「ずい木」による建造とみるか、あ

るいは王府の禁令が質徹せず、禁令違反による延

造とみるかという問題である。恐らく、クリノルの

不正建造で処罰された事例がいくつか存徹するこ

とから、後者の蓋然性が高いと思われるが、その

点の論証も課題として残されている。

表３＜馬艦船の積載規定＞

ill）lUUU：Ⅱiii川親力八iliIlIE＃化｣ﾕ111:例根｣18ｱ5flA・光鮪沁年。
（rbI1繩映史料付111卿付(I:職３」Iiil近代７，１９９１イ1%）

il12)1M艦Rnとは１２ｌｘ帆～５１父帆が】０４本廟ただし．１３１Ｈｉｌｌ川M艦Ｎｉ)あ↑)。
lWIi地梨文灘jl6IIl文醐（顛倒３７人)。

４)叉帆119膳lMIljJM）（liIf定liIrlAq#」９巻)。

表４＜八HXI11における「鍋船概Mi疋之ﾘﾄﾞ」＞

２琉球船・大和船・冊封船（中国船）に

おける船荷慣行

海域史へのひとつのアプローチ法として、中国、

日本、琉球などのように船舶の所属国を異にしな

がらも、共通する船の慣行に注目する方法があげ

らる。以下、琉球を中心に検討する。

琉球の船隻において、船間・積間・乗間・見次

間という慣行が存在した。対中国貿易船である進

貫船における船間に着目し、旧来の王府の国営貿

易とは異なる渡唐役人による個人貿易の実態を解

明したのが真栄平房昭である［真栄平1986]・

船間・乗問・積間とは、ほぼ同義語であり、貨

物を積戦する場所のことを意味する用法である。

見次間とは、渡航先で越年した際の旅費のことで

あるが、その分も稲載スペースとして存在した。

琉球船（薩摩への槽船、地船、馬艦船）におけ

る船間・積間・乗間・見次間の実態を次に検討し

てみたい。使者から船頭・水夫まで、身分の高下

に応じて船間などが割り当てられていた状況を示

すのが、次の「琉球要文抜華」（『石室秘稿』国立
国会図謬館蔵）である。

注)出典；「酊川硯万八JnUI勘仕上世例帆」１８７５Ｈ１:。光緒元年。

被仰付置侯処、乾隆七年ずい木にて作調候義

は御免被仰付侯付、（中略）然は剖舟作調候

義、右通御禁止被仰付厳重致取締事候得共、

書１１舟之義大木提持井御急用の諸雑物jiH越、其

外魚猟等仕蝋にて大木伐盗、剥舟作調、御轡

目被仰付臘者も有之侯、右繊ずい木は申出さ

せ見分の上伐取焼印にて相渡し、くり舟作調

猶又焼印を以致取締侯は夏、右様の方便不罷

成、締向行届可申と奉存候間、以来ずい木に

てくり舟作調候義御免被仰付、左候て所用弁
外は浦持の間切定数不足の方へ充払侯義も御

免被仰付度、左様御座侯は愛、大木伐盗割舟

作調候者相止、第一杣山の為所の重宝にも相
成秀可宜と奉存侯、

－２５８－

穂高340石 １２反帆馬艦船

積高300石 １１反IWl馬艦船

稲高２６０石 １０反帆馬艦船

積高２２０石 ９反1脚馬艦船

械高180石 8反帆馬艦船

積高140石 ７反帆馬艦船

穂高100石 ６反帆馬艦船

穂高８０石 ５反ＩＩｊｌ馬艦船

積樹ｉ 規模 所属

340石 １２反帆地船 八重山島蔵元

８１石 １１反IMI船 与那国島

１７石５斗 ７反帆船 槽立（蔵元か）

２５石 ８帆船 波照間村

１２石５斗 ６反帆船 諸村

７石５斗 ５反帆船 諸村

５石 ４反帆船 諸村

３石５斗 ３反帆船 諸村

１石 くり舟 諸村



蝋凡【Ⅲ琉球列mlIの海域蝿研究序説一研究史の回顧と二、三の問題を中心に

（（１）大和へ御使者之時

但、賦銀上下拾五匁、椿船之船頭・

路次楽人・御中間ハ九匁、

一兄弟部主従弐拾人、江戸御上洛と

時同断、越年之時見次間三十石、乗

間三百石、

一校可部主従拾三人、見次間拾九石

五斗、何面九拾五石、

一三司官主従拾三人、見次間拾九石

五斗、同百九拾五石、

一親方部主従拾人、見次間拾五石、

同百五拾石、

一年頭御使者親方部主従十人、見次

間十五石、｜r;'百五拾石、

（中略）

…･琉仮屋手代唐御買物荷付、同五石、

一橋船之船頭主従同拾石、

一同揖取乗問弐石、水主壱人ニテ乗

間壱石五斗ツ、、

（b）唐へ御使者之時但上下拾五匁賦也、

北原（北京力）宰領ハ賦銀拾壱匁二分五

リ、

一勢頭主従拾人

一大夫主従拾人

一北原(北京力)大通事主従六人

（中略）

一船頭主従

に）宮古島・八重山島へ御使者

但､親方部以下壱人二付賦銀七匁五分、

平等筑船頭壱人二付三匁五分五リ、

一親方部主従七人乗間弐拾六石

一申ロ御物奉行衆主従六人同弐拾弐石

一親雲上以下与力役主従同六石

--･大和横目主従四人同八石

一平等筑壱身同壱石五斗

（中略）

一在番主従五人見次間三石同弐拾五石

一筆者主従三人見次間弐石五斗同拾五石

一宮古島洋雲寺八重山島桃林寺住持主従三

人乗間拾五石、見次間弐石ツ、、

右之通相定侯間、可被致其支配者也、

癸酉五月廿七日三司官

御物奉行

年代は明確ではなく、「癸酉」年は他の諸史料
から1693年か1753年のいずれかの年次のものと

推測される.ともあれ、大和＝日本（a)、中国
(b)、両先島＝宮古・八重山に）へ王府から派遣
される使者、従者、船頭、僧侶らは石高表示によ

る乗間、見次間を割り当てられていたのである。

｢江戸立」時における、兄弟部（王子）の乗間
300石、見次間30石を最高として、水主や平等筑

の乗間１石５斗を最低としていたことが分かる。

上記の使者とはランクの下がる地方役人らも、

梁間・見次間が規定さｵ'ていた。「久米具志川間

切規模帳」（道光１１年・’８３１年、『沖細県史料
前近代６首里王府仕置２』）によると、その規
定は以下の通りであった。

主従定井乗問定之事

一在番主従四人

一地頭代主従三人

一夫地頭首里大屋子大捉村捷目差主従

一大文子以下壱身

一乗間九石在番

一同三石同見次間中華

一同弐石五斗大和横目弁勤番

一同八石地頭代

一同七石夫地頭井首里大屋子

（中略）

一同壱石文子井船頭

但、両惣地頭供之者代合之時同断

一同七斗五升佐事

一同五斗加子

右、地頭代以下乗間之儀者、従跡々相定無

之差支候付、此節右通相定侯間、堅固可相

守事、

久米島へ派遣される在番（乗間９石）以下、水

主（加子、乗間５斗）の状況がこのように規定さ

れていたのである。

琉球国の船隻だけでなく、琉球へ赴任した薩摩

藩の在番奉行・横目らにも乗間規定が存在した。

18世紀初頭頃に作成された「御財制」の諸払の項

に次のようにある（『那鰯市史資料篇第一巻一

○琉球資料（上川>・

一同（米)、六拾石六斗九升四合四夕四才、

－２５９－
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一御奉行・横目衆・附々衆・足軽、乗間四面

六拾石之三部八運賃届成分、

親見世

砂糖方御横目馬塲新助殿来々年御ﾘi)国之節、

御乗間運賃砂糖、此節引寄御請取被成峻旨、

別紙之通御申出有之候iljl、此段致御|洲合候、

以妬

四月十八日鬮主御物城

御物奉行衆

このことは、梁間という慣行が琉球に限ったも

のではなかったことを明示していると言えよう。

次に、以上の乗問などに械載された荷物はどの

ようなものであったかを検討してみよう。「欝川

親方宮古島仕上世座例帳」（同治１３年・1874年）

(『沖縄県史料首里王府仕置３』前近代７）によ

ると、次の規定が見られる。

鹿児島への帰国に際して馬場新助は、「采間売

上運賃砂糖」として2,946斤余を琉球0111（ﾌﾞﾘllMilの

親見世）へ要求し、その要請がさらに首1１１（御物

奉行）へ転達されていたのである。このﾘｷﾞ例は特

BI1なものではなく、他にも類例が散見されること

から．当核期には薩摩役人の乗131は、既得樅とし

て砂馴で文給されていたものと思われる。

次の「福地家文諜裏文諜」（未刊行）は、上,ＩＩＪ

で検iiドルた采間のあり方とは異なる形態が兄られ

る。

諸物椴間定之事

（前略）

一布壱反蝋間壱斤弐合五勺

一店苧琶斤同壱斤弐合五勺

一角侯壱ＩＴＩ司五合

一白菜壱１７同五合

一牛皮壱枚iiIii目袷斤｜可三斤九合壱勺

（中略）

一同灯壱ツ同弐升

一潰天門壱斤但斤ニシテ弐斤半同壱升六

台六勺六才

雍正八癸戌年御手形表

（中略）

一緒草木苗之事

一緒烏ノ類ノ事

一緒竹苗之事

但、三行御用之節、地船並馬艦船ヨリ無

運賃二而差登候也、

差出

船頭阿久根

武右衛門

砂糖壱萬三千八百弐斤八勺三才

右入樽百拾壱丁

内

年頭御使者

四千四百弐拾七斤八勺三才安室親方

滞在と年頭御使者

三千七百五拾斤桃原親方

同与力

千百弐拾五斤宮城筑登之親雲上

同麓役

千五百斤喜舎場里之子親蕊上

岡

千五百斤）田場筑登之親墾上

同瞥役

千五百斤山城里之子親雲上

右諸御使者乗間・見次間届砂糖として右之船

頭江相渡差登申侯間、津口通御手形被仰付可
被下侯、以上、

このように反物類、海産物、牛皮などが１１M戦さ

れていたことが分かる。薩摩役人らの積荷を示す

ものに「福地家文書」（『那覇市史資料編」第１

巻９）があげられる。「道光弐拾五年己巳正月

より六月迄日記」（1845年）の４月１８日条には
次のようにある。

党

砂糖弐千九百四拾六斤弐合五勺

右者来々年帰国之節、乗間売上運賃砂糖

当年引寄相渡侯様御申出可被下侯、此段
申出侯、以上、

巳四月十八日馬場新助

砂鰭奉行

湊川親雲上辰五月

－２６０－
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すなわち、鹿児島へ派遣される年頭使者の安室

親方や鹿児島に滞在する桃原親方らへの乗間・見

次間としての砂糖１万3802斤余は、安室らが乗

船する船とは別に、阿久根の船頭・武右衛門船に

よって搬送されていたのである。このような形態

は例外的なものであったのかは判然としない．た

だ、乗間の慣行は乗船する船舶にのみ発生してい

たのではなく、このような王府高官にあっては、

乗船しない船舶にも及んでいたことは明白であ

る。その詳細についての検討も今後、必要とされ

よう．

さらに、琉球へ渡航した冊封船（封舟、冠船と

も称した）において、冊封便以下、随行員、船頭、

水主らも個人荷物を大量に積載して、琉球で交易

を行っていた［豊見山2000]。この冊封便らの

冠船への積載形態も一種の個人貿易であり、また

｢乗間」と類似する形態と言えよう。前述したよ

うに、真栄平によって琉球進貢船での乗間の問題

はすでに検討されている。

琉球列島海域での船舶にのみこれらの乗間の愉

行が存在したのではなく、唐船やイスラムのダウ

船など、ひろく船舶そのものの属性として追究す

る必要があるが、その問題も今後の大きな課題と

して残されている。

【積み荷について】

種み荷の種類について、まず両先島（宮古島、
八重山島）から琉球王府（首里王府）へ搬入する
年貢に関わるものを取り上げると、次のようにな
る。

乾隆２年(1737)６月24日、斯江省定海県の沿岸
に順天西表首里大屋子など36人の乗る「小琉球国
大鳥船一隻」が漂着した。同船は年貢搬送のため

石垣島を出港し、那覇へ向かう途中で遭難した船

であった。数量は不明であるが、積み荷は棉花・

粟・布であった（『清代中琉関係梢案選編」１頁、
以下『選編』と略記する)。

乾隆24年(1759)閏６月24日、斯江省台州府臨海

県に漂着したのは、太平山（宮古島）から那覇へ

向かう途中で遭難、漂流した船である。乗組員は

４１人で、航海の目的は「米・粟・皮・縄等の物」

を「大琉球に赴き、進貢せんとす」とあることか

ら、年貢の搬送にあった（『選縞』６７頁)。

乾隆24年(1759)閏６月頃、漸江台州府臨海県

地方に「琉球太平山人、全任之」等40人の乗る船

が漂瀞した。太平山を出港し、「中山王国」（那綱）

を目指したが、航海途上で漂流した船である。積

み荷は「米・粟・牛皮・棉布・椋片等の物」であ

った（『選編』６９頁)。漂着琉球船に鯛載されてい

た米・粟などの物品について、清国はそれらを全

て免税とする措麗を採っていた［朱1996、渡辺

2000]・

他方、那覇港などの沖縄島から両先島へ赴く船

舶が中国沿岸に漂着した事例も多い。いくつか例

示すると次のようになる。

乾隆26年(1761)７月１７日、広東香山県襖門地

方に「琉球国中山人、大城」等17人の乗る小船１

蔓が、襟藩した。前年７月頃、沖縄島泊港から米

を積戦して属島（島名不明）へ行き、棉花を購入

して、同９月頃中山（沖縄島）の帰路においてjHi1l

離した船である｡遭難時に棉花80包を海上へ捨て、

25包が残った。元来の積み荷は棉花105包であっ

たことになる（『選縞』８３～84頁)。この小船は、

民間商船であったと考えられる。

民間商船であったことが明白な事例は、乾隆３５

年(1770)７月８日に、漸江省象山県石浦港に標藩

した那覇の船である（『選編』124～126頁)。こ

の船には27人が乗り込み、「中山国那覇府商船な

３中国大陸沿岸への漂着琉球船

ここでは、主に中国大陸沿岸に漂着した琉球船

の事例を通して、琉球列島域内における海運のあ

り方を検討する。

中国・台湾への琉球船の漂着に関しては、すで

に澗代桜案文書を駆使した朱淑媛［朱1996］と

さらにそれらを踏まえた包括的な渡辺美季［渡辺

1999,2000］の研究がある。ここでは、両研究

においてもなお十分には注目されていない問題、

すなわち漂藩船の禰載荷物と船舶の規模について

検討する。そのことによって、記録されることの

希な民間船の商活動について分析することが可能
になると言えよう.

ここでは、那覇・福州間を往来する進貢船・接

貢船、難民霞送船など進貢に関係する船の標蒋事

例は除外し、琉球列島域内を往来していた琉球船

が中国大陸沿岸へ漂着した事例に限って検討した
い。

－２６１－
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身６丈３尺（約20ｍ)、幅１文７尺６寸(約7ｍ)で、

鉄錨５個を有していた。このことから中型クラス

の馬艦船（10～12反帆程度、約300～340石横み）

と思われる。

乾隆35年(１７７０)７月６１１、Nili江省l§環長沙の

沖合に喋到した八戴山船の規模は、船隊８丈余

(約26ｍ)、幅1丈９尺(約7ｍ)で、乗組員は４０人で

あった。八璽山からjllll蹄へ年貢の「米、梁、柿化

綿布、黒純等の賞」（数箪不明)を搬送する途''１で

避難したものである（『選編』126～127)。

この船は、「中１１１世譜」巻１０、乾降35ｲ1i灸の

｢八頭山IIKi表首蝿大臓子船…･鰻、人敷lノリ｜名、ｉＩ１ｉ

ｉｉｌ:肯三盤に瓢至りする有り」という記述に対応する。

つまり、民||Ⅱ商船ではなく、八蝋ＬＭｉ蔵元(地〃

役柳『）の地船（公船）であったことになる。ちな

みに、八砥111地船のjMil模は、「340石横み121又帆

地船」とある（｢鬮川親万八砿山鳥仕｣二'11:例帳」

光緒元年・１８７５)。これらのことを総合すると、

lii述のijli江省玉環長沙の沖合に襟到した八露１１１船

は、船身約26ｍ、船幅約7ｍ、340石積み１２反帆

クラスの地船であったと言えよう。

以上、琉球列島域内の海運を中国大陸沿岸に漂

着した琉球船について、主に乾隆年間の「梢案文

書」から抽出し検討したが、その事例は微々たる

ものであり、今後とも同様の作業を他の時代に広

げる必要がある。と同時に、琉球側史料中から海

運関係、特に綱み荷や船舶の規模、船主、船頭、

水主などに関わる多様な情報を蓄欄することによ

って、琉球列島域内における海運史、および商品

流通の実態が鮮明な歴史像を結ぶことになると言

えよう。

り」と筆談で答えている。同船は同年４月２０日に

那覇を開船し、八重山に到着後、６月２６日に同地

を出港したものの、同２８日に遭難した。供述によ

ると、那覇府地方は「種作」が無いため（膿地が

少ないの意か)、年々八重山から米を脳入してい

ること、船に績戦されている鋼鉄条１５根は中山で

鵬入したもので、八璽山で売れ残った分だとして

いる。さらに、大米100包、小米（粟）300包は

八重山で購入し、「国王へ進貢」する分だとする。

この供述箇所は恐らく､年貢運送の請け負いをそ

のように表現したものと思われる。その他、米

120包、小米(粟）252包も綱戦されており、それ

らは乗船した５人の「蒋人」（便乗者）と水主ら

の食料用としているが、船内での食料用にしては

多すぎると蔀えよう。｜W)鎖・水1常らが商１W'として

１１M入してきたものか、検肘を蝶する。liiil船には大

米220俵、小米（梁）552俵と鋼鉄条は殿低ｌ５Ｍｊｌ

以上を欄ililiしていたことになる。ちなみにl似は

日本の約3斗に相当する。

少人数の乗る船が漂蒜した事例に、乾隆24年

(1759)５月１１日、江南の山鳥に漂着したものが

ある。同船は「琉球国中山王那覇府人に係り、船

主知太峯、舵工祖仲松、水手慶渡嘉項、知念、魯

根」の５人であった。積み荷は柴薪であり、その

販売のため那覇を出港したが、遭難し、洋上で積

み荷を失ったという。この知太峯らの船の形状は、

｢稜･子式隻杭小船壱蔓」とある（『選編』６５頁)。

二本柱を有するが、５人乗り、そして祇み荷も柴

薪であることから、小型船と推測される。恐らく、

那覇と山原（沖縄島北部地域）を往来する山原船

と思われる。

【船の規模について】

「梢案文書」には船の規模に関する記述は概し

て少ないが、記録された事例を見ると次のものが

ある。乾隆26年(1761)７月１７日、福寧府霞浦県沿

岸に漂着した「琉球国那覇人」９人の乗る小船１

隻は、船身４丈１尺（約１３，１ｍ)、１幅１丈３尺

(約４，１６ｍ）とある。年貢運送のため、太平山

(宮古島）へ向かう途中での遭難船であった（『選
勵８５～86頁)。

前述の乾隆年35年(1770)、斯江省象山県石浦

港に漂着した「中山国那覇府商船」の規模は、船

むすびにかえて

最後に、海民・海域世界に関する資史料の発掘

について略述したい。既述のように、近年漂流・

漂着民という海難事故をめぐる研究が、日本、中

国、朝鮮、琉球という東アジア地域の対外関係史

分野で注目され、相応の蓄績が見られるようにな

ってきた。漂流・漂着という事象が様々な視点か

ら分析されているが、琉球海域史をより一層深化

させるためには、この漂流・漂着に関連した史料

に着目する必要があると考える。

－２６２－
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例えば、漂流・漂着という海難事故から、楓iliR

された滴,Ｈ１を具体的に把握することが可能とな

る。その一端は、既述の通りであるが、琉球史研

究において、梅述状況を詳細に記録した文謝類は

けっして多くはない。槻iliR貨物や商品類などを槌

録した公文瀞である「送り状」は、ほとんど残さ

ｵ'ていないのが現状である。ところが、日本各地

へ裸符した際の尋問調書類（｢琉球船漂蒲始末」

聯）には、それらの「送り状」が写しとして記録

されている。偶発的に発生した海難事故（漂流・

漂粁）ゆえに、日常的な往来文書である「送り状」

が記録にとどめられたのである。それらの収集・

IlipMによって、琉球列島における海運状況は、よ

り・ﾙi解明されるものと諄えよう。

その他、海域での信仰形態を明らかにする黄史

料として、航海守篭神と航海者の関係を示す「祈

馴又」や「扁額」などの奉納物がある。これらも

従来の研究では、海域関係史料としては必ずしも

i1個されているとは言えない。文献史料に基礎を

世<オーソドックスな海域史研究の方法だけでな

く、魁富な蓄積を有する人類学・民俗学等による

海民、あるいは海利用の研究成果を歴史研究の側

は、積極的に摂取することも必要とされよう。
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